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会
議
で
は
、
関
係
す
る
６
市
町
ご
と 

に
暫
定
集
約
保
管
す
る
こ
と
で
了
承
が

な
さ
れ
合
意
さ
れ
た
。
今
後
は
、
各
市

町
が
集
約
に
向
け
て
の
検
討
を
す
る
た

め
、
希
望
に
応
じ
て
放
射
能
濃
度
の
再

測
定
を
行
う
こ
と
や
、
暫
定
集
約
の
具

体
的
な
場
所
、
減
容
化
の
方
法
な
ど
を

各
市
町
と
協
議
を
す
る
。 

各
市
町
に
お
い
て
、
何
ら
か
の
暫
定

保
管
集
約
の
動
き
が
あ
り
ま
す
。 

  (

栃
木
県
に
お
け
る
指
定
廃
棄
物
の
保
管
農

家
の
負
担
軽
減
策
に
関
す
る
市
町
長
会
議

の
資
料
及
び
議
事
録
等
は
、

こ
ち
ら
か
ら

確
認
で
き
ま
す
。) 
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・
栃
木
県
の
指
定
廃
棄
物
一
時
保
管
者
状

況(

２
０
１
８
年
１
１
月
時
点) 

・
栃
木
県
に
お
け
る
指
定
廃
棄
物
の
保
管

農
家
の
負
担
軽
減
策
に
つ
い
て(

案) 

環
境
省
が
示
し
た
保
管
農
家
の 負

担
軽
減
策
案
と
は
… 

今
号
で
は
、
昨
年 

１
１
月
２
６
日

(

月) 
 

環
境
省
の
主
催
で
開
催
さ
れ
ま

し
た
『
栃
木
県
に
お
け
る
指
定
廃
棄
物

の
保
管
農
家
の
負
担
軽
減
策
に
関
す
る

市
町
長
会
議
』
の
内
容
等
に
つ
い
て
、

お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。 

 
会
議
開
催
ま
で
の
経
過 

会
議
結
果
及
び
今
後
の
方
針
は
… 

一
昨
年
の
７
月
１
０
日 
環
境
省
は
、

保
管
農
家
を
抱
え
る
関
係
６
市
町(

日
光

市
、
大
田
原
市
、
矢
板
市
、
那
須
塩
原

市
、
那
須
町
、
那
珂
川
町)

に
よ
る
会
議

を
行
い
ま
し
た
。
同
省
は
、
保
管
農
家

の
負
担
軽
減
策
と
し
て
、
市
町
ご
と
の

暫
定
集
約
保
管
を
提
案
し
ま
し
た
が
、

一
部
か
ら
異
論
が
出
て
合
意
に
は
至
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
後
、
各
市
町
が

暫
定
集
約
保
管
を
容
認
す
る
意
向
を
示

し
た
と
こ
ろ
か
ら
、
同
省
と
県
が
年
内

の
開
催
を
目
指
し
て
調
整
し
て
お
り
ま

し
た
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
今
回

の
会
議
は
、
約
１
年
４
ヶ
月
ぶ
り
の
開

催
で
、
第
２
回
目
で
あ
り
ま
し
た
。 

な
お
、
本
町
に
お
い
て
も
、
保
管
農

家
を
抱
え
て
お
り
ま
す
が
、
一
時
保
管

場
所
が
公
共
用
地
で
、
か
つ
、
１
ヶ
所

に
一
時
保
管
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

こ
の
会
議
の
出
席
対
象
か
ら
外
れ
て
お

り
、
前
回
も
今
回
も
会
議
に
は
出
席
し

て
お
り
ま
せ
ん
。   市

町
ご
と
の 一時保管農

家
の
状
況 

秋
元
副
大
臣
の
挨
拶
主
旨 指

定
廃
棄
物
は
、
国
が
し
っ
か
り
と

責
任
を
持
っ
て
処
理
す
る
。
最
終
処
分

場
を
整
備
す
る
方
針
に
は
、
い
さ
さ
か

も
変
わ
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
残
念
な
が

ら
、
候
補
地
と
し
て
詳
細
調
査
を
お
願

い
し
て
い
る
塩
谷
町
の
皆
様
に
は
、
な

か
な
か
現
状
ご
理
解
が
得
ら
れ
な
い
状

況
で
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
引
き
続

き
粘
り
強
く
調
査
実
施
に
向
け
て
対
話

を
し
て
、
求
め
て
ま
い
り
た
い
。
指
定

廃
棄
物
の
処
理
は
、
地
元
の
ご
理
解
、

ご
協
力
が
必
要
で
、
環
境
省
と
し
て
は 

県
及
び
市
町
の
ご
意
向
を
十
分
に
尊
重

し
な
が
ら
、
前
に
取
り
組
ん
で
い
き
た

い
の
で
、
忌
憚
の
な
い
意
見
を
賜
り
ま

す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。 

（
議
事
録
よ
り
抜
粋
） 

 
 

前
回
同
様
の
市
町
ご
と
の
暫
定

集
約
保
管
案
を
再
び
提
案 

 

◆
国
が
最
終
処
分
場
を
県
内
１
ヶ
所 

に
整
備
す
る
方
針
は
堅
持
。
最
終
的 

に
は
、
国
で
責
任
を
持
っ
て
処
理
す

る
。
し
か
し
、
同
施
設
の
整
備
に
相 

当
の
期
間
を
要
す
る
と
見
込
ま
れ
る 

た
め
、
特
に
負
担
の
大
き
い
農
家
が 

保
管
し
て
い
る
農
業
系
指
定
廃
棄
物 

に
つ
い
て
は
、
中
間
処
理
に
よ
る
減 

容
化
や
集
約
化
等
を
行
う
こ
と
で
、 

保
管
者
の
負
担
軽
減
を
図
る
。 

◆
保
管
農
家
が
あ
る
市
町
単
位(

又
は

広
域
処
理
組
合
単
位)

で
、
地
元
の
意

向
を
踏
ま
え
、
１
ヶ
所
ま
た
は
数
ヶ 

所
の
暫
定
保
管
場
所
を
確
保
し
、
農 

家
保
管
の
指
定
廃
棄
物
を(

必
要
に
応

じ
減
容
化
し
た
上
で) 

集
約
す
る
。 

◆
集
約
の
あ
り
方
、
暫
定
保
管
場
所
、

減
容
化
や
保
管
の
方
法
に
つ
い
て
は 

市
町
の
意
向
や
提
案
に
基
づ
き
、
環 

境
省･

県･

市
町
と
協
議
す
る
。 

◆
減
容
化
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
焼 

却
が
望
ま
し
い
が
、
市
町
の
意
向
等 

で
乾
燥
圧
縮
等
の
方
法
も
採
り
得
る
。 

◆
暫
定
保
管
場
所
に
つ
い
て
は
、
必 

要
が
あ
れ
ば
、
安
全
性
が
確
保
さ
れ 

る
保
管
強
化
措
置
を
講
じ
る
。 

 

◆
減
容
化
や
集
約
化
に
要
す
る
経
費

は
、
全
額
国
費
を
充
て
る
。 

◆
こ
れ
ら
は
、
あ
く
ま
で
暫
定
的
な
保

管
で
あ
り
、
将
来
的
に
は
、
国
が
県
内

１
ヶ
所
に
整
備
す
る
最
終
処
分
場
へ
搬

出
す
る
。 
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